
 

議事１ 【報告事項】病床機能に係る病院開設等計画（医療法人徳洲会日

高徳洲会病院分）について 

 

○経過の説明 

道では、不足する病床機能への転換を伴う移転を病院が計画した際には、当該圏域の地域

医療構想調整会議へ報告のうえ、医療法上の許認可事務を進めているところです。 

令和５年５月１１日、移転新築における病床機能等について、既存の病床数を維持したう

えでの移転、及び慢性期病床から回復期病床への転換について、別添「病床機能に係る病院

開設等計画書」が所管庁である静内保健所へ提出されたことから、その内容について報告し

ますので、御意見を提出くださいますようお願いします。 

 

今回の計画では、既存１９９床の病床機能について、現行１３９床ある慢性期病床を４０

床減らし、当該減少分を回復期病床に転換することを予定しております。 

なお、日高圏域におきましては、現行の地域医療構想上、令和４年度末時点で回復期の必

要病床が２５９床のところ３７床と極度に不足しており、また、慢性期病床は必要病床数２

５５床のところ２６３床とやや過剰になっていることから、今般提出のありました回復期病

床の転換増床計画により、地域で不足する病床機能の拡充が見込まれることを申し添えます。 

 

 

 

 

 


